
○ その方の検査結果が出るまで出席停止となります。 

○ 保健所がお子さんを濃厚接触

者に特定します。 

○ 陽性反応の出た方が療養解除

になった日から、さらに２週間

の経過観察のため出席停止とな

ります。 

○ 経過観察期間終了後、家族等

全員に特別な症状がなければ、

登校できます。

○ その方が自宅を離れた日から

２週間は、濃厚接触者として出

席停止となります。 

○ 保健所から指示された期間

（２週間程度）が終了し、家族等

全員に特別な症状がなければ、

登校できます。

○ その方が濃厚接触者であって

もそうでなくても、家族等全員

に特別な症状がなければ、登校

できます。 

○ お子さんの検査結果が出るまで出席停止となります。

○ 保健所により療養解除となる

まで、出席停止です。 

○ 療養解除後、家族等全員に特

別な症状がなければ、療養解除

届（保護者記入）をもって登校で

きます。

○ 保健所から指示された期間

（２週間程度）は、出席停止とな

ります。 

○ その期間終了後、家族等全員

に特別な症状がなければ、登校

できます。

○ 家族等全員に特別な症状がな

ければ、登校できます。 


